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はじめに 

千葉市では、「公立保育所の施設改善に関する基本方針」に基づき、平成２８年７月に

「緑町保育所改築整備計画」を策定しました。 

これに基づき千葉市緑町保育所（以下「緑町保育所」という。）の建替え・民間移

管を実施するに際し、新設保育園の整備・運営を行う法人（以下「整備・運営法人」

という。）を募集します。 

応募を希望する方は、本要項、添付資料、千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準を定める条例（以下「条例」という。）、千葉市私立保育所設置認可要綱（以

下「認可要綱」という。）等の関係規定を熟読の上、申請書類を提出してください。 

なお、本要項における新設保育園については、緑町保育所における保育運営を引き

継ぐことを原則とします。 

 

１ 緑町保育所及び新設保育園の概要 

 （１）所在地  千葉市稲毛区緑町２丁目２２番１号 

 （２）定員及び実施事業 

施設名称 緑町保育所 新設保育園（建替え後） 

定  員 ８０人（０～５歳） ８５人（０～５歳）  

実施事業 

延長保育（１９時まで）、障害

児保育、産休明け保育、地域活

動 

延長保育（２０時まで）、障害

児保育、産休明け保育、一時預

かり（定期利用）、一時預かり

（不定期利用）、地域活動 

※ 定員の内訳については、３歳未満児を４割以上５割以下とし、かつ平成３０

年３月時点で入所している児童が継続して入所できるように考慮すること。 

※ 設定された定員までの児童の入所を約束するものではありません。 

※ 施設に余裕がある場合、定員の弾力化による受入れを行っていただくことが

あります。 

 （３）用地の詳細については、別添１をご覧ください。 

２ 主なスケジュール（予定）※日程は都合等により、変更となる場合があります。 

平成２８年１０月７日 整備・運営法人募集開始 

平成２８年１２月２７日 整備・運営法人募集締切り 

平成２９年２月 整備・運営法人決定 

平成２９年３月 保護者説明会開催（整備・運営法人紹介） 

平成２９年５月 三者協議会開催（以降、２～３か月に１回開催） 

平成３０年４月 仮設園舎へ移転・既存園舎解体工事（4～5 か月程度） 

引継ぎ開始 

平成３０年９月 新設保育園建設工事開始 

平成３０年１２月 共同保育開始 

平成３１年２月 新設保育園完成 

平成３１年４月 新設保育園開園（５月まで共同保育実施） 
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３ 応募資格 

以下の要件を満たすこと。 

（１）社会福祉法人又は学校法人として申請時に既に認可されていること。 

（２）平成２８年１２月１日時点で、認可保育所、幼稚園又は認定こども園（地方裁

量型は除く）の運営実績が３年以上あること。（運営開始後に社会福祉法人等の

認可を受けた場合は、当該法人認可前の実績も含む） 

（３）保育事業に熱意と理解を持ち、保育所の運営を適切に行う能力を有すること。 

（４）安定的な経営を行い、児童が心身共に健やかに育成されるよう尽力できること。 

（５）千葉市の保育事業の一翼を担う認可保育所であることを十分理解し、市が行う

保育行政に積極的に協力できること。 

（６）本要項に定めるもののほか、児童福祉法、国の通知通達、条例、認可要綱等の

関係規定及び、千葉市の指導を遵守できること。 

（７）資産要件として、保育所の年間事業費の１２分の１以上に相当する資産を、普

通預金、当座預金等により有していること（年間事業費の目安については、別

添５を参照。）。また、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。 

（８）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札

の参加者の資格）の規定及び次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

イ 申請日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の再生手続開始の申立てをした

者で同法に基づく裁判所からの再生計画認可決定がなされていない者 

エ 千葉市内において、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）の制限又は

規制に違反している者 

オ 法人税、消費税、地方消費税、市町村税、都道府県税、固定資産税、都市

計画税、特別土地保有税、事業者税及びその他千葉市税を滞納している者 

カ 本市の指名停止措置を申請期限の日から審査結果通知日までの間に受けて

いる者 

キ 千葉市暴力団排除条例第２条の規定による暴力団員又は暴力団若しくは暴

力団員等と密接な関係を有する者 
 

４ 土地・建物等の条件 

 （１）保育所用地 

    市は既存園舎の解体を行った上で、整備・運営法人に対して千葉市公有財産規

則に基づき用地（現在の緑町保育所用地）を有償で貸し付ける。     

 （２）建物 

    整備・運営法人が上記（１）の保育所用地に園舎を新設し所有することとし、

平屋又は２階建てとして地階は設けないこと。 

 （３）備品 

    原則として整備・運営法人が新たに用意することとするが、市と協議の上、現

在使用しているものについて無償譲渡を受けることも可能 
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５ 施設整備の条件 

 （１）施設整備の基準 

条例等の基準（別添２参照）を満たすとともに、次の事項についても厳守する

こと。 

ア 室内空気中の化学物質濃度が、厚生労働省の示す指針値（室内空気中化学

物質の室内濃度指針値及び標準測定方法等について（平成１４年２月７日医

薬発第０２０７００２号））未満であること。 

  ※ 整備・運営法人として決定され、保育所整備を行った後の設置認可申請

時（平成３１年３月予定）に内容を証明する書類を提出して頂きます。 

イ 工事請負・備品購入等の契約は、関係法令・通知を遵守するとともに、千

葉市の契約規則等に準拠すること。 

ウ 工事請負・備品購入等の入札等は、補助金交付決定後、千葉市の指導のも

と、行うこと。 

エ 条例、児童福祉法、都市計画法、建築基準法、消防法等を遵守し、特に換

気、採光、避難用設備等の基準についてはよく確認すること。また、保育室

等を２階に設置する場合の要件については十分留意すること（別添６参照）。 

 （２）遊戯室について 

保育室と別に遊戯室を設けることとし、児童の活動に支障のない、十分な広さ

と設備を確保すること 

 （３）屋外遊戯場について 

専用の屋外遊戯場を設け、砂場や大型遊具、植栽を設けるなど、充実した保育

環境となるような提案を行うこと。 

 （４）調理室 

ア 安全衛生面に配慮した上で、定員に見合う設備及び面積を有し、隔壁等で

区画すること。 

イ 大量調理施設衛生管理マニュアル（平成９年３月２４日衛食第８５号別添）

を参考とし、必要な項目を取り入れること。 

（５）駐車場及び駐輪場 

    駐車場及び駐輪場を設置すること。台数等については、定員・周辺の状況等を

考慮した提案とし、敷地内に設ける場合は、安全な進入路の確保に努めること。

また、保護者意見・要望等に柔軟に対応すること。 

 （６）その他 

ア 選定後に設置する三者協議会（市、緑町保育所の保護者及び整備・運営法

人の三者で構成する協議会）による協議で出された意見・要望等については、

誠意を持って対応すること。 

イ 地元町内会等と必要な協議、調整を行うとともに、近隣への日照、騒音な

どの環境面に配慮し、近隣住民等への事前説明・調整・紛争等の解決につい

ては、整備・運営法人の責任において、誠意を持って対応すること。 

ウ 以下の整備内容を取り入れること 

・ 各保育室内に手洗いを設置すること。 

・ 調乳及び沐浴の設備を、それぞれ保育室と別の区画に設けること。 

・ 医務スペースはロールカーテンで仕切るなど、衛生面や子どもの静養環境な
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どに配慮すること。 

・ 保育室内の照明器具や窓ガラス等について、飛散防止処理を施すこと。 

・ 各保育室からの２方向の避難経路を確保すること。 

・ 児童及び職員の動線に配慮した設計とすること。 

・ 児童の年齢及び人数について、弾力的な受入れが可能な仕様とすること。 

・ その他、指つめ防止、落下・転落防止策、建具などの面取り、転倒・感電防

止処理、階段などの安全対策、飛び出しや不審者侵入対策などのほか保育所

保育指針に則った保育を実施できる環境を整備すること。 

エ 上記のほか、現施設が備える部屋や設備については、原則として同等以上

のものを整備すること。 

オ 平成３１年４月１日の運営開始に向けた準備期間を十分設けるため、平成

３１年２月末日までに必ず園舎を完成させ、同年３月１０日までに市の完了

検査を受けること。また、建設工事の進捗状況については保護者、近隣住民

等に周知するとともに、定期的に市に報告を行うこと。なお、運営開始前に

は安全確認を十分に行うこと。 

 

６ 運営内容の条件 

（１）整備・運営法人が、直接、新設保育園を管理し運営すること。 

（２）児童福祉法、条例、認可要綱、保育所保育指針、その他関係法令を遵守する

こと。 

（３）現在の緑町保育所における保育運営（保育内容、年間行事、地域とのかかわ

り、保護者の費用負担等）を継承すること。変更しようとする場合は事前に保

護者と協議すること。 

（４）その他、当該保育所の運営の条件は、別添３に定める。 

 

７ 申請手続き等について 

（１）申請手続き 

ア 受付場所 

  千葉市こども未来局こども未来部幼保支援課制度推進班 

   千葉市中央区千葉港２－１ 千葉中央コミュニティセンター９階 

   ０４３－２４５－５９７７または５１００ 

   イ 受付期間 

     平成２８年１２月２１日（水）～１２月２７日（火） 

     （土・日・祝日を除く午前９時～正午、午後１時～午後５時４５分まで受付） 

      あらかじめ電話で日時を予約の上、お越しください。予約がない場合は、

対応できない可能性があります。 

   ウ 申請書類 

     別添４のとおり 
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（２）事前相談・質問等 

   ア 事前相談 

    申請書を作成後、１２月２０日（火）までに、あらかじめ電話で日時を予

約の上、必ず事前相談を行ってください。また、その他の相談（図面の確認

等）についても随時受け付けていますので途中段階でも構いませんので、な

るべくお早目に御相談ください（要電話予約）。なお、建物の概要が分かる

図面等について、原則として、１１月２５日（金）までにお持ちくださいま

すようお願いします。 

    上記の期日までに必要な手続きを行わない場合は、原則として申請を受

け付けません。 

   イ 質問 

     質問については、質問票（別添１４）を使用し、１２月１３日（火）ま

でに提出してください。回答については、取りまとめの上、幼保支援課ホー

ムページで公表します（質問者の氏名等の公表は行いません。）。 

（３）応募スケジュール ※都合により、日程等を変更する場合があります。 

  ア 募集説明会     平成２８年１０月７日(金） 

   イ 事前相談及び質問  平成２８年１０月１１日(火)から１２月２０日(火)まで 

   ウ 申請書提出期間   平成２８年１２月２１日(水)から１２月２７日(火)まで  

   (土･日･祝日を除く午前９時から正午、午後１時から午後５時４５分まで受付) 

エ ヒアリング等    平成２９年１月から平成２９年２月予定 

オ 審査結果通知    平成２９年２月予定 

カ 新設保育園開園   平成３１年４月 

（４）ヒアリング等 

提案書に沿い、ヒアリングを２回程度実施します。ヒアリングの日時は指定

させていただきますのでご了承願います。実施に当たっては、施設長予定者、

主任保育士予定者及び原則として法人代表者が出席してください。 

なお、施設長予定者及び主任保育士予定者の適格性等を含めて選考を行いま

すので、申請書提出後に施設長及び主任保育士を変更することは原則として認

めません。やむを得ず変更する場合は、再度ヒアリングを行いますが、その結

果によっては整備・運営法人としての決定を取り消すことがあります。 

（５）その他 

ア 申請書類の提出方法は、幼保支援課へ持参としますが、副本については郵

送も可能とします。ただし、提出期間内必着とし、事故等による未着は事業

者の責任となります。 

イ 提出された資料の内容の変更は認めません。ただし、市が必要と認めたと

きには、追加・補正資料の提出、内容の再説明等を求める場合があります。 

ウ 法人の本部及び現在運営している施設等の現地確認を行う場合があります。 

エ 本申請に係る一切の経費は、応募者の負担とします。 

  また、建築確認申請を含めた施設整備に係る費用及び開園前の職員の研修

費用等法人の運営に係る費用は全て応募者の負担とします。 

オ 審査結果等の問い合わせはご遠慮ください。 

カ 提出された申請書類の中で、不開示を希望する情報がある場合は、当該情
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報及び不開示を希望する理由を記載した文書を提出してください。ただし、

不開示を希望した場合であっても、開示請求があった場合は、千葉市情報公

開条例（平成１２年千葉市条例第５２号）に基づき、千葉市として客観的に

判断し決定します。 

キ 市に提出された申請書等は、返却いたしません。 

ク 次のいずれかに該当する場合は、失格となる場合があります。 

① 申請書等が提出期限に遅れて提出された場合 

② 申請書等が本募集要項に記載の要求基準を満たさない場合 

③ 申請書等に虚偽の記載があった場合 

④ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

⑤ その他、関係法令及び本要項に違反すると認められる場合 

ケ 他の法人からの贈与を見込む場合や法人財産の取り崩しを行う場合は、当

該法人・所轄庁の証明・許可等を受けてください。 

コ その他必要に応じ、関係機関（官公庁・金融機関等）へ問い合わせを行う

ことがあります。 

サ 審査結果通知により整備・運営法人として決定された場合であっても、そ

の後、本要項、添付資料及び条例等の関係規定に基づいた保育所整備を行え

なかった場合、整備・運営法人としての地位を取り消す場合があります。 

シ 保育所の整備・運営を行うに当たり、千葉市保健所及び千葉市消防局との

相談をしてください。 

 

８ 選考について 

（１）選考基準 

【基本項目】 

運営主体の適格性 

経済的基礎があること 

経営者が社会的信望を有すること 

実務担当役員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること  

欠格事由に該当しないこと 

職員配置の適切性 

研修の機会を確保していること 

必要な職員数を配置していること 

職員の労働条件、給与に対する考え方が適切であること 

運営・管理の適切性 

利用者の人権に配慮し、人格を尊重した運営を行えること 

保育の内容について、保育所保育指針に従うこと 

保護者と密接な連絡をとること 

個人情報の保護について対策が講じられていること 

苦情対応のための仕組みが整えられていること 

施設・整備の適切性 

児童が心身ともに健やかに育成できる環境であること 

施設基準に適合していること 

必要な設備を設けていること 

保健衛生及び危害防止をが考慮されていること 
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【加点項目】 

その他必要と認める事項 
運営の質 

施設の環境 

 

  （２）選考方法について 

   千葉市は、整備・運営法人について、千葉市社会福祉審議会に諮問し、答申

を受けて整備・運営法人を決定します。 

   審議会において、「不適」との答申があった場合には、整備・運営法人として

決定されない場合があります。 

 

９ 引継ぎ・共同保育等について 

  円滑な移行に向けて、引継ぎ・共同保育を確実に実施すること。引継ぎ・共同保育

の計画については、市と協議の上作成すること。（別添７参照） 

 （１）引継ぎについて 

ア 期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

イ 内容 施設長予定者及び主任保育士予定者が、引継ぎを行い、また年間を

通じて行事等に参加することにより、保育の状況を把握する。 

 （２）共同保育について 

ア 期間 平成３０年１２月１日～平成３１年３月３１日 

イ 内容 各年齢１名のクラス担任保育士予定者（計５名）が緑町保育所で市

職員と共同で保育にあたることにより、円滑な移行に努める。 

ウ 頻度 原則週５日 

エ 新設保育園の開園後２か月間、市職員が新設保育園において、週１回程度

共同保育にあたるものとする。 

（３）引継ぎ・共同保育に要する経費について 

市が予算の範囲内で従事した者の人件費相当額を支払う。 

 （４）その他 

栄養士・調理員等の業務についても、新設保育園の開園までに確実に引継ぎを

行うこと。 

 

１０ 三者協議会について 

（１）整備・運営法人決定後、市・緑町保育所保護者・整備・運営法人で構成する

三者協議会を定期的に開催し、移管後の保育内容等について、話し合いを行う

こと。（詳細は別添８を参照） 

（２）移管後についても一定期間、三者協議会を継続すること。 

（３）三者協議会で出された意見・要望等については、誠意を持って対応すること。 

 

１１ 非常勤職員の雇用について 

  平成３０年３月３１日時点で緑町保育所に勤務している非常勤職員が新設保育園

での勤務を希望する場合は、雇用について最大限配慮すること。 
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１２ 覚書の締結について 

 整備・運営法人は、新設保育園の整備及び民間移管後の運営内容等について市と

覚書を締結すること。（別添９及び１０参照） 

 

１３ 施設整備費について  

 （１）整備・運営法人は、適用可能な公的補助を受け、無理のない資金計画により、

施設整備事業を実施すること。なお、資金計画は、国庫補助制度の改正や建築

単価の高騰等に対応できるような柔軟性を持たせること。 

 （２）施設整備に係る補助金は、千葉市民間児童福祉施設建設費等補助金または千葉

市民間保育園整備促進事業補助金による。（補助金の目安及び計算方法について

は、別添５並びに様式第８号及び第９号記載例を参照。） 

    ※ 別添５及び様式記載の補助金額の算定方法は、平成２８年９月現在のもの

です。国の制度改正等により補助制度が変更となる場合があります。 

    ※ 補助制度については、千葉市の予算成立状況で交付の可否が決定されるも

のであるため、補助金額等は変更となる場合があります。 

 

１４ その他 

 （１）本募集要項の記載内容については、国及び千葉市の制度改正に伴い変更する場

合があります。 

 （２）本募集要項に定めのない事項又は疑義が生じた際は、千葉市と協議し定めるこ

ととします。 

 （３）保育所の設置認可後に、千葉市が運営・保育内容・会計処理等について指導を

実施した場合には、その指導に従っていただきます。 

 （４）不測の事態により事業の実施が困難となった場合、募集を中止することがあり

ます。 

 （５）保護者アンケート結果（別添１２参照）等の保護者の意見を考慮した提案とす

ること。 

 （６）緑町保育所への連絡、訪問等は通常の保育に影響を与えるおそれがありますの

で、ご遠慮ください。 

  

 

 
ｓ  問い合わせ先 

〒２６０－８７２２ 

千葉市中央区千葉港２－１ 千葉中央コミュニティセンター９階 

千葉市こども未来局こども未来部幼保支援課 

電話 043-245-5105（建替え・民間移管に関すること：支援班） 

043-245-5977または 5100（申請・審査に関すること：制度推進班） 

ＦＡＸ 043-245-5629 

Ｅメール  shien.CFC@city.chiba.lg.jp 


